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▼
議
案
第
30
号　

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

競
走
事
業
会
計
予
算

　

総
額
７
８
４
億
７
９
１
５
万
２
０

０
０
円
の
予
算
に
つ
い
て
議
会
の
議

決
を
得
る
も
の

▼
議
案
第
31
号　

情
報
公
開
条
例
の

一
部
改
正

　

請
求
権
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
た

め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
32
号　

市
長
等
の
給
与
の

特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

４
月
１
日
か
ら
特
別
職
一
般
職
と

も
に
給
与
を
減
額
す
る
も
の

▼
議
案
第
33
号　

一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

▼
議
案
第
34
号　

職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務

条
件
な
ど
に
関
し
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の

▼
議
案
第
35
号　

職
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

一
定
要
件
を
満
た
す
非
常
勤
職
員

の
育
児
休
業
や
部
分
休
業
な
ど
に
つ

い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
36
号　

職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
与

に
つ
い
て
必
要
事
項
を
定
め
る
ほ

か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
37
号　

一
般
職
非
常
勤
職

員
等
の
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

一
般
職
に
属
す
る
臨
時
的
任
用
職

員
と
一
般
職
非
常
勤
職
員
の
報
酬
額

の
上
限
を
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
38
号　

介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正

　

保
険
料
の
見
直
し
と
11
段
階
へ
の

多
段
階
化
な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

▼
議
案
第
39
号　

指
定
介
護
予
防
支

援
等
の
事
業
の
人
員
と
運
営
、
指
定

介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防

の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

▼
議
案
第
40
号　

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
け
る
包
括
的
支
援
事
業

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

　

第
三
次
一
括
法
に
よ
り
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
41
号　

子
ど
も
の
た
め
の

教
育
・
保
育
給
付
に
係
る
利
用
者
負

担
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
制
定

に
伴
い
、
保
育
所
保
育
料
と
幼
稚
園

保
育
料
な
ど
を
定
め
る
た
め
、
条
例

を
制
定
す
る
も
の

▼
議
案
第
42
号　

市
立
幼
稚
園
保
育

料
条
例
の
一
部
改
正

▼
議
案
第
43
号　

保
育
所
条
例
の
一

部
改
正

　

保
育
所
保
育
料
と
幼
稚
園
保
育
料

の
根
拠
を
「
子
ど
も
の
た
め
の
教

育
・
保
育
給
付
に
係
る
利
用
者
負
担

等
に
関
す
る
条
例
」
に
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
44
号　

市
立
学
校
条
例
の

一
部
改
正

　

飯
山
幼
稚
園
の
供
用
開
始
と
、
飯

山
南
幼
稚
園
、
飯
山
北
幼
稚
園
を
廃

止
す
る
も
の

▼
議
案
第
45
号　

空
家
等
対
策
の
推

進
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

空
き
家
な
ど
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
条
例
を
制

定
す
る
も
の

▼
議
案
第
46
号　

ま
ち
を
き
れ
い
に

す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

空
き
地
に
関
す
る
規
定
を
追
加
す

る
も
の

▼
議
案
第
47
号　

職
員
定
数
条
例
等

の
一
部
改
正

▼
議
案
第
48
号　

教
育
長
の
勤
務
時

間
、
休
日
、
休
暇
等
と
職
務
専
念
義

務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の

▼
議
案
第
49
号　

指
定
管
理
者
の
指

定
（
綾
歌
健
康
づ
く
り
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
）

　

４
月
か
ら
指
定
管
理
者
と
な
る
べ

き
団
体
を
選
定
し
た
の
で
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の

▼
議
案
第
50
号　

県
広
域
水
道
事
業

体
設
立
準
備
協
議
会
の
設
置

　

協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

▼
議
案
第
51
号　

丸
亀
市
・
善
通
寺

市
・
多
度
津
町
消
防
通
信
指
令
事
務

協
議
会
規
約
の
一
部
変
更

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の

▼
議
案
第
52
号
、
53
号　

モ
ー
タ
ー

ボ
ー
ト
競
走
施
行
に
係
る
事
務
の
受

託
に
関
す
る
協
議
（
鳴
門
市
、
県
中

部
広
域
競
艇
事
業
組
合
）

　

平
成
26
年
度
か
ら
28
年
度
ま
で
の

受
託
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
に
、

議
会
の
議
決
を
得
る
も
の

▼
議
員
提
出
議
案
第
４
号　

議
員
定

数
条
例
の
一
部
改
正

　

議
員
定
数
を
27
人
か
ら
25
人
に
削

減
す
る
も
の

▼
議
員
提
出
議
案
第
１
号　

市
議
会

委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
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９日　全員協議会
13日　広報広聴委員会
15日　議会運営委員会
27日　議会改革特別委員会
30日　全員協議会
　　　各派会長会
　　　広報広聴委員会

２日　定例会初日（24日まで）
　　　全員協議会
10日　広報広聴委員会
11日　都市経済委員会
12日　総務委員会
13日　教育民生委員会
16日　生活環境委員会
　　　議会運営委員会
20日　都市経済委員会市内視察
24日　全員協議会
25日　都市経済委員会協議会
27日　議会改革特別委員

３日　議会運営委員会
　　　市庁舎整備等特別委員会
16日　都市経済委員会協議会
17日　全員協議会
　　　教育民生委員会協議会
19日　議会運営委員会
　　　議会改革特別委員会



































































































議
案
第
33
号

原
案
可
決

議
案
第
34
号

原
案
可
決

議
案
第
35
号

原
案
可
決

議
案
第
36
号

原
案
可
決

議
案
第
37
号

原
案
可
決

議
案
第
38
号

原
案
可
決

議
案
第
39
号

原
案
可
決

議
案
第
40
号

原
案
可
決

議
案
第
41
号

原
案
可
決

議
案
第
42
号

原
案
可
決

議
案
第
43
号

原
案
可
決

議
案
第
44
号

原
案
可
決

議
案
第
45
号

原
案
可
決

議
案
第
46
号

原
案
可
決

議
案
第
47
号

原
案
可
決

議
案
第
48
号

原
案
可
決

議
案
第
49
号

原
案
可
決

議
案
第
50
号

原
案
可
決

議
案
第
51
号

原
案
可
決

議
案
第
52
号

原
案
可
決

議
案
第
53
号

原
案
可
決

議
員
提
出
議
案
第
４
号

議
員
提
出
議
案
第
１
号

原
案
可
決

原
案
可
決

請
願
第
１
号

不
採
択

議会の動き
1・2・3月

1月

2月

3月
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審議した議案とその結果平成27年3月定例会 審議した議案とその結果平成27年3月定例会
議
案
第
１
号

議
案
第
２
号

原
案
承
認

議
案
第
３
号

原
案
可
決

議
案
第
４
号

原
案
可
決

議
案
第
５
号

原
案
可
決

議
案
第
６
号

原
案
可
決

議
案
第
７
号

原
案
可
決

議
案
第
８
号

原
案
可
決

議
案
第
９
号

原
案
可
決

議
案
第
10
号

原
案
可
決

議
案
第
11
号

原
案
可
決

議
案
第
12
号

原
案
可
決

議
案
第
13
号

原
案
可
決

議
案
第
14
号

原
案
可
決

議
案
第
15
号

原
案
可
決

議
案
第
16
号

原
案
可
決

議
案
第
17
号

原
案
可
決

議
案
第
18
号

原
案
可
決

原
案
可
決

議
案
第
20
号

原
案
可
決

議
案
第
21
号

原
案
可
決

議
案
第
22
号

原
案
可
決

議
案
第
23
号

原
案
可
決

議
案
第
24
号

原
案
可
決

議
案
第
25
号

原
案
可
決

議
案
第
26
号

原
案
可
決

議
案
第
27
号

原
案
可
決

議
案
第
28
号

原
案
可
決

議
案
第
29
号

原
案
可
決

議
案
第
30
号

議
案
第
31
号

議
案
第
32
号

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

議 案 番 号

審議結果

：賛成、　：反対　－は除斥または欠席した者です。

議員名

１　川田　匡文

２　真鍋　順穗

３　松永　恭二

５　水本　徹雄

６　佐野　大輔

７　神田　泰孝

８　多田　光廣

９　小橋　清信

10　山本　直久

11　岡田　　剛

12　大前　誠治

13　三宅　真弓

14　中谷真裕美

15　尾崎淳一郎

16　加藤　正員

17　藤田　伸二

18　小野　健一

19　髙木　新仁

20　三谷　節三

21　福部　正人

22　内田　俊英

23　国方　功夫

24　片山　圭之

25　松浦　正武

26　横川　重行

27　三木　まり

議長のため採決に参加せず



市浄水場にて
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市内視察
都市経済委員

会 この秋から
予算決算特別

委員会

編
集

後
記

　

今
、「
予
防
と
事
前

対
策
」
が
重
要
視
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

川
崎
市
で
起
き
た
い
じ
め
に
よ
る

事
件
は
、
死
亡
推
定
時
刻
が
午
前
２

時
ご
ろ
で
、
犯
人
と
思
わ
れ
る
人
物

が
、
近
く
の
防
犯
カ
メ
ラ
に
映
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。

　

世
相
を
反
映
し
た
事
件
の
よ
う
な

気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
大
人
社
会

は
、
も
っ
と
子
供
た
ち
に
関
わ
り
を

持
っ
た
日
常
生
活
を
送
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
い
じ
め
や
問
題
行
動
を

一
番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
の
は
子
供

た
ち
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
子
供
た

ち
の
情
報
が
先
生
や
保
護
者
に
伝

わ
ら
な
か
っ
た
た
め
、「
予
防
と
事
前

対
策
」
が
取
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し

ょ
う
。

　

子
供
た
ち
が
学
校
や
家
庭
で
何
で

も
話
し
合
え
る
環
境
づ
く
り
が
問
題

解
決
の
第
一
歩
で
す
。
家
族
や
社
会

は
、
子
供
た
ち
に
「
幸
せ
に
な
っ
て

ほ
し
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

思
い
が
子
供
た
ち
に
伝
わ
り
、「
自
分

は
い
つ
も
守
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

安
心
感
に
つ
な
が
る
よ
う
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
目
配
り
・
気
配
り
、
思
い

や
り
を
持
っ
て
子
供
た
ち
に
接
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

広
報
広
聴
委
員
　
横
川
重
行

　

議
会
改
革
特
別
委
員
会
な
ど
で
、

予
算
・
決
算
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い

て
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
今
年
度
か

ら
予
算
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
市
の
予
算
・
決
算

の
審
査
は
選
抜
の
議
員
で
行
っ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
議
長
を

除
く
全
議
員
（
た
だ
し
決
算
審
査
は

監
査
委
員
を
除
く
）
で
審
議
を
深

め
、
行
政
の
チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　

特
徴
は
、
常

任
委
員
会
と
同

じ
議
員
で
構
成

す
る
分
科
会
を
設
置
し
、
審
査
の
前

に
全
委
員
で
勉
強
会
に
臨
み
ま
す
。

そ
の
後
、
分
科
会
で
必
要
と
認
め
れ

ば
、
現
地
調
査
を
実
施
し
、
委
員
間

議 会

まままやややもももよよよ
しししなななばばば

討
議
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
分

科
会
の
審
査
が
終
わ
れ
ば
、
全
委
員

で
最
終
質
疑
の
場
を
設
け
、
そ

こ
で
は
、
自
身
の
所
属
し
な
い

分
科
会
の
内
容
に
つ
い
て
質
疑

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、

審
議
機
会
の
確
保
に
努
め
た
仕

組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

議
会
を
取
り
巻
く
環
境
は

時
々
刻
々
と
変
化
し
て
お
り
、

そ
れ
に
対
応
で
き
る
議
会
、
ま

た
市
民
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る

議
会
と
な
る
た
め
、
私
た
ち

は
、
こ
れ
か
ら
も
真
摯
に
議
会
改
革

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

３
月
20
日
、

垂
水
町
の
市
浄

水
場
に
新
設
さ

れ
た
小
水
力
発
電
設
備
の
視

察
を
行
い
ま
し
た
。
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
利
用
し
、

Ｃ
Ｏ
２
削
減
で
地
球
温
暖
化
防

止
の
推
進
と
電
力
不
足
解
消
を

目
的
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

年
間
発
電
量
は
42
万
９
０
０
０

キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
で
一
般
家
庭

消
費
電
力
の
１
２
０
世
帯
分
に
相

当
し
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
火
力
発
電

な
ど
と
比
べ
50
分
の
１
か
ら
１
０
０

分
の
１
と
地
球
温
暖
化
防
止
に
寄
与

し
ま
す
（
年
間
Ｃ
Ｏ
２
削
減
効
果
３

０
０
ト
ン
）。

　
　

総
事
業
費
は
約
１
億
３
０
０
０

万
円
で
、
発
電
電
力
は
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価

格
買
取
制
度
に
よ
っ
て
全
量

売
電
し
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費

を
含
め
て
10
年
で
事
業
費
を

回
収
で
き
る
予
定
で
す
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
地

球
環
境
を
守
る
た
め
に
人

類
が
直
面
し
て
い
る
重
要

な
課
題
で
す
。
行
政
が
先
頭
に
立
ち

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
で
あ
り
、
浄
水
場
の
小
水
力
発
電

は
本
市
の
新
し
い
試
み
で
す
。
こ
の

設
備
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
で
子
供
た

ち
に
も
丸
亀
の
未
来
を
考
え
る
機
会

に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

議会改革特別委員会のメンバー
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